
第１ 監査の概要 

 

１ 監査の目的 

財政援助団体等監査は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項

の規定に基づき、都が補助金の交付等をしている団体に対し、その事業が、補助等

の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかなどについて実施する監査であ

る。 

監査の対象となる団体は、①補助金等交付団体（補助金、交付金、負担金、貸付

金等の財政的援助を行っている団体）、②出資団体（資本金、基本金等の４分の１以

上を出資している団体）、③公の施設の指定管理者等である。 

あわせて、地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき、団体に対す

る所管局の指導監督が適切に行われているかについて監査を実施した。 

 

２ 監査実施団体 

今回監査を実施した団体は、表１のとおり、補助金等交付団体等１２３団体及び出

資団体１２団体である。 

（表３及び「第４ 団体索引」参照） 

 

（表１）監査実施団体内訳  

区  分 監査対象団体数 監査実施団体数 実施率（％） 

補 助 金 等 交 付 団 体 等 ４，０２９ １２３ ３．１ 

出 資 団 体 ５４ １２ ２２．２ 

合  計 ４，０８３      １３５ ３．３ 

（注）公の施設の指定管理者のうち、出資団体でない団体は「補助金等交付団体等」に含めている。 

 

３ 監査期間 

   平成２６年９月１１日から平成２７年１月２９日まで 

（ただし、八丈町、八丈島空港ターミナルビル株式会社については、平成２６年

５月に実施した。） 

 

 
- 1 -



４ 監査対象範囲 

   原則として、平成２４年度及び平成２５年度の事業を対象に実施した。 

 

５ 監査の観点 

監査の主な観点は、表２のとおりである。 

 

（表２）主な観点 

区 分 団   体 所 管 局 

補 助 金 等 

交 付 団 体 

・補助事業等は、目的に沿って適正

かつ効果的に執行されているか。 

・補助金等に係る会計経理等は、適

正に行われているか。 

・補助事業等に関する指導監督

は、適切に行われているか。 

・補助金等交付の手続及び時期

は、適切か。 

出 資 団 体 

・団体は、出資目的に沿って適切に

運営されているか。 

・事業は、費用対効果に配慮して適

切に行われているか。 

・会計経理及び工事・財産の管理は、

適正に行われているか。 

・団体が直面する経営課題や今後の

事業へのリスク要因を適切に把握

しているか。 

・団体に対する指導監督は、適

切に行われているか。 

 

 

 

 

 

 

公の施設の 

指定管理者 

・公の施設の管理運営は、適正かつ

効率的に行われているか。 

 

・管理運営状況等を適切に把

握・検証し、必要な対応を行

っているか。 

 

 

６ 監査結果の大要 

 （１）総括 

今回の監査の結果、補助金の返還を求めるべきものや会計経理及び事務処理に

ついて是正・改善すべきものが認められたので、２６団体及び７局に対し、表３の

とおり、６３件の指摘及び６件の意見・要望を行った。 

指摘金額は約１億８，４２８万円であり、そのうち、補助金の過大交付を指摘

したものは、１８件、約６３０万円である。 

上記指摘事項及び意見・要望事項を除き、補助等の対象となった事業及び出資

団体の事業は、その目的に沿っておおむね適切に執行されている。 
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（表３）監査実施団体及び指摘事項等の件数 

区    分 

指 摘 事 項 
意見・要望

事項 団体 
団体 

及び局 
局 計 

補 

助 

金 

等 

交 

付 

団 

体 

等 

八丈町      

学校法人７０団体  ２  ２  

公益財団法人東京都私学財団   １ １ １ 

公益財団法人東京都福祉保健財団   １ １  

社会福祉法人慈生会など８団体   １ １  

社会福祉法人龍美など４０団体  １６  １６ １ 

社会福祉法人東京都社会福祉協議会      

一般財団法人自警会  １  １  

補助金等交付団体等 計（１２３団体）  １９ ３ ２２ ２ 

出 

資 

団 

体 

八丈島空港ターミナルビル株式会社      

一般財団法人東京都人材支援事業団      

公益財団法人東京税務協会      

株式会社東京スタジアム １  ２ ３  

公益財団法人東京都都市づくり公社 １   １  

多摩都市モノレール株式会社 ２   ２ １ 

日本自動車ターミナル株式会社      

公益財団法人東京都保健医療公社 ４ ２  ６  

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター １   １  

公益財団法人東京しごと財団（※）      

公益財団法人東京都公園協会（※） ３ １８  ２１ １ 

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター ７   ７ ２ 

出 資 団 体 計（１２団体） ２０ １９ ２ ４１ ４ 

合   計 ２０ ３８ ５ ６３ ６ 

（注１）（※）の団体については、「公の施設の指定管理者」の監査を併せて実施した。 

（注２）指摘事項…是正・改善を求めるもの   

意見・要望事項…改善について検討を求めるもの 
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（２）主な指摘事項等 

   指摘事項等６９件を類型別に整理すると、表４のとおりである。 

 

（表４）件数内訳 

類 型 件数 主 な 内 容 

補助金交付事務 ２３件 ○過大に交付された補助金の返還及び補助金交付

事務の改善を求めるもの 

財産管理 ２０件 ○施設の適切な管理、適正な占用許可等を求めるも

の 

経理・契約事務 １５件 ○適正な会計処理、経理・契約を行うことを求める

もの 

内部統制 ６件 ○規定の整備、適正な事務手続を求めるもの 

その他 ５件  

合 計 ６９件  
 

 

＜補助金交付事務＞ 

 

○ 過大に交付された補助金の返還及び補助金交付事務の改善について 

社会福祉法人龍美など４０団体、福祉保健局 Ｐ．７２～Ｐ．８４ 

 

補助要件を満たしていないものを申請したことや、補助金の対象となる利用者

数を誤ったことにより、補助金が過大に交付されている。 

 

保育所を運営している社会福祉法人等に対する補助金について、延長保育の利

用児童数や、アレルギー児への対応に係る加算対象児童数を誤ったほか、在宅支

援活動において補助要件を満たしていないものについて、補助金の申請を行った

などの理由により、１５団体１６施設において、合計６１２万余円が過大に交付

されている。 

そこで、団体に対し、過大に交付された補助金について、返還を求めた。 

また、局に対し、補助金交付事務のより一層の改善を求めた。 

 

 
- 4 -



＜財産管理＞ 

 

○ 必要な改修について協議を適切に行うべきもの 

公益財団法人東京都公園協会、建設局 Ｐ．２６６ 

 

公園施設の排煙窓が、修理を要すると点検報告を受けてから２年以上修理され

ていない。 

 

公益財団法人東京都公園協会が管理している葛西臨海公園の消防設備の保守

点検の結果について見たところ、展望レストハウスの排煙窓について、平成

２４年４月及び平成２５年４月の点検で修理を要すると報告されていた。 

しかしながら、協会は、修理を検討したものの、大規模修繕は建設局施工とな

ることから、速やかに局に協議すべきところ、これを行っていないため、修理さ

れていない。 

そこで、協会及び局に対し、必要な改修について協議を適切に行うよう求めた。 

 

   ＜経理・契約事務＞ 

 

○ 労務単価に係る特例措置の趣旨を踏まえた適切な執行とすべきもの 

公益財団法人東京都公園協会、建設局 Ｐ．２６１ 

 

再委託業者に対する周知など、再委託契約金額の見直しに向けた取組を行って

おらず、特例措置の目的が達成されていない状況となっている。 

 

建設局は、隅田川水辺環境保全業務を公益財団法人東京都公園協会に委託して

おり、協会は、その業務の一部を再委託している。 

ところで、国が特例措置として公共工事設計労務単価を平成２５年度に大幅に

上昇させたことに伴い、都では、旧労務単価を適用している契約について、受託

者が、新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額の変更協議を請求でき

るとした。 

これを受けて、協会は局に変更協議を行い、契約金額が増額されたにもかかわ

らず、再委託先に対して、特例措置の趣旨を踏まえた対応を行っていなかった。 

そこで、協会に対し、特例措置の趣旨を踏まえ適切に執行するよう、また、局

に対しては、協会に特例措置に基づき対応させるよう求めた。 
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   ＜内部統制＞ 

 

○ 資金運用手続を適正に行うとともに規定の整備をすべきもの 

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター Ｐ．３０６ 

 

資金運用について、文書による稟議が行われていないなど適正な資金運用手続

が行われていない。 

 

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターでは、平成２５年度に円建て外

債（額面５億円）が証券会社から満期前に償還され、国債に買い替えている。 

その手続を見たところ、財団の資金運用規程に基づき、稟議により関係役員等

に協議の上で、代表理事の決裁を行うべきところ、これを経ないまま、代表理事

が口頭で専決していた。 

また、財団は緊急的な対応であったとしているが、規程を見ると、緊急時など

特別な事情が生じた場合に行うべき事後稟議などの具体的な定めがなかった。 

そこで、財団に対し、資金運用手続を適正に行うとともに、緊急時等について

の規定の整備を求めた。 

 

   ＜その他＞ 

 

○ 損失医療費補塡金を返還すべきもの 

公益財団法人東京都保健医療公社 Ｐ．１９７ 

 

救急患者の失踪等により徴収できずに補塡された医療費が後に徴収できたに

もかかわらず補塡金を返還していない。 

 

公益財団法人東京都保健医療公社の各病院は、都の二次救急医療機関として指

定を受け、救急患者の受入れを行っている。救急患者の医療費が、失踪等により

徴収できずに損失となった場合には、東京消防庁がその医療費を補塡している。 

また、事後にその医療費を徴収できた場合は、受け入れた補塡金を返還するこ

ととされている。 

しかしながら、大久保病院では、５名分について徴収できていたにもかかわら

ず、返還していない。 

そこで、公社に対し、損失医療費補塡金を返還するよう求めた。 
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（３）指摘事項等一覧 

 

ア 補助金等交付団体 指摘及び意見・要望事項一覧 

指 摘 事 項 

項目番号 指 摘 事 項 件 名 ページ 

【学校法人７０団体】 

（１）ア 

（ア），（イ） 

国際化推進補助に係る補助金の返還を求めるべきもの ２９ 

【公益財団法人東京都私学財団】  

（１）ア 補助金の交付を適切に行うべきもの ３３ 

【公益財団法人東京都福祉保健財団】 

（１）ア 概算払による補助金の交付を適切に行うべきもの ５２ 

【社会福祉法人慈生会など８団体】 

（１）ア 要綱等に明確な記載をすべきもの ６３ 

【社会福祉法人龍美など４０団体】 

（１）ア 補助金の返還を求めるべきもの＜東京都民間社会福祉施設サービス推進費

補助金(保育所)＞ (ａ～ｐ １６件) 

７２ 

【一般財団法人自警会】 

（１）ア 補助金の精算及び確定を適正に行うべきもの ９６ 

 意見・要望事項 

項目番号 意 見・要 望 事 項 件 名 ページ 

【公益財団法人東京都私学財団】 

（１）ア 私立学校への固定金利適用の融資における繰上償還に係る条件について ３４ 

【社会福祉法人龍美など４０団体】 

（１）ア 補助金の交付に係る事務の改善について ８４ 
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イ 出資団体 指摘及び意見・要望事項一覧 

指 摘 事 項 

項目番号 指 摘 事 項 件 名 ページ 

【株式会社東京スタジアム】 

（１）ア，イ 財産管理に関する事務を適正に行うべきもの １３７ 

（２） 公有財産の確認を行い台帳の登録を適正に行うべきもの １３８ 

【公益財団法人東京都都市づくり公社】 

（１）ア 下水道台帳システムに係る負担金の取扱いを適切に行うべきもの １４７ 

【多摩都市モノレール株式会社】 

（１）ア オリジナルグッズの販売を適切に実施すべきもの １６７ 

   イ ホームモニター交換工事における設計条件を明確にし、適正な積算を行う

べきもの 

１６８ 

【公益財団法人東京都保健医療公社】 

（１）ア 損失医療費補塡金を返還すべきもの １９７ 

   イ 業者選定に係る委員会の設置要綱を見直すべきもの １９８ 

   ウ 契約事務を適正に行うべきもの １９９ 

   エ 契約事務を適切に行うべきもの １９９ 

（２）ア 貸付物品に係る手続及び管理を適正に行うべきもの ２００ 

   イ 医用電子血圧計に係る手続を適正に行うべきもの ２０１ 

【地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター】 

（１）ア 固定資産の計上を適正に行うべきもの ２２０ 

【公益財団法人東京都公園協会】 

（１）ア 収納現金の取扱いを適正に行うべきもの ２５８ 

   イ 引当金の計上基準に係る記載方法を見直すべきもの ２５９ 

   ウ 簡易便所設置委託について契約方法を見直すべきもの ２６０ 

（２）ア（ア） 公共工事設計労務単価に係る特例措置の趣旨を踏まえた適切な執行とすべ

きもの 

２６１ 

（イ) 消防用設備の点検要領に基づき消火器の管理を適正に行うべきもの ２６２ 

イ（ア） 収納事務の適正性を確保すべきもの ２６３ 

（イ） 使用許可証の公印印影刷込に係る取扱いを適正に行うべきもの ２６４ 

ウ（ア） 物品の登録を適正に行うべきもの ２６５ 

（イ） 必要な改修について協議を適切に行うべきもの ２６６ 
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項目番号 指 摘 事 項 件 名 ページ 

エ（ア） 臨時駐車場に係る占用許可面積の算定を適正に行うべきもの ２６９ 

（イ） 臨時駐車場に係る占用許可の取扱いを見直すべきもの ２７２ 

（ウ) 臨時駐車場の占用許可申請を適正に行うべきもの ２７２ 

（エ） 駐車場施設の設置に係る工事期間中の占用許可を適正に行うべきもの ２７３ 

（オ） 駐車場施設の設置許可を適正に行うべきもの ２７３ 

（カ） 駐車場施設の設置承認を適正に行うべきもの ２７４ 

オ（ア） 自動販売機設置に係る設置許可を適正に行うべきもの ２７５ 

カ（ア） 売店の設置工事に伴う占用許可を適正に行うべきもの ２７６ 

（イ） バーベキュー売店のキャンセル料に係る未収金を計上すべきもの ２７７ 

（ウ) バーベキュー売店の収入確保及びキャンセル料の発生防止の取組を検討す

べきもの 

２７８ 

キ（ア） 都市公園の管理運営を適切に行うべきもの ２７９ 

（イ） 履行状況の検証を適切に行うべきもの ２８１ 

【公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター】 

（１) ア 規定の整備及び資金運用手続を適正に行うべきもの ３０６ 

イ（ア） 総勘定元帳へ記帳すべきもの ３０８ 

（イ） 財務諸表に対する注記への記載を適正に行うべきもの ３０８ 

   ウ 賞与等の会計処理を適正に行うべきもの ３０９ 

   エ 旅行命令及び旅費の支給に係る手続を適正に行うべきもの ３１０ 

   オ 会計処理を適正に行うべきもの ３１１ 

   カ 稟議を文書により適正に行い関係書類を適正に保管すべきもの ３１２ 

 意見・要望事項 

項目番号 意 見・要 望 事 項 件 名 ページ 

【多摩都市モノレール株式会社】 

（１) ア シーリングの単価設定方法のあり方について １６８ 

【公益財団法人東京都公園協会】 

（１) ア 公園と公園駐車場の管理のあり方について検討すべきもの ２８３ 

【公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター】 

（１) ア 規定の整備について ３１２ 

（２) ア 情報管理について ３１３ 
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